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通達の発布 

財政部及び国家税務総局は共同して、2016年 3月 24日付けで財税[2016]36号通達

（以下「36号文」）を発布した。当該通達は、増値税改革で残る重要な業種に対する増値

税税率と関連増値税政策を規定し、2016年 5月 1日から発効する。 

KPMGは、第 9回チャイナタックスアラートで増値税改革が全業種に及ぼす一般的な影

響を分析した。今回は金融サービス業及び保険業に及ぼす影響を踏み込んで分析する。 

金融サービス業及び保険業に適用する増値税税率 

2016年 3月 5日のチャイナタックスアラートで予測された増値税税率は 36 号文により

確認された。尚現行の金融サービス業及び保険業の増値税税率及び営業税税率は以下

の通りである。 

業界 現行営業税税率 増値税税率 

金融サービス業と保険業 5% 6% 

増値税の実質が差額課税（売上税額－仕入税額）であるのに対し、営業税は全額課税

（売上税額のみ）であるため、現行税率と新税率を単純に比べてもあまり意味がない。 

主要な影響 

今回、増値税改革の新規定が発布されたことで、中国は世界初の金融サービス業に対

する増値税徴収国となった。中国は、これまで金融サービス業に対し 5％の営業税を徴

収してきたが、国有銀行及び保険会社の独占度が高いため、金融サービス業に対する

増値税の徴収は、他の国より簡単になるかもしれない。また、新規定の実施は世界各国
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増値税改革新政策——金融サービス業及び保険業への影響 
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からも注目されていることから、金融サービス業に対する増値税徴収政策が成功した場

合、他国も追随する可能性が高くなる。 

新政策による金融サービス業への主な影響は以下の通りである。 

 金融サービス業の主要収入に対し 6%の増値税を適用する。主要収入とは、銀行

ローン利息収入、手数料、コミッション等を含む直接的に受領する金融サービス料

金、保険収入、金融商品の譲渡収入である。 

 増値税の免税政策適用の範囲は限定されおり、それは主に銀行間のコールロー
ン取引の利息収入、同系列銀行内取引の利息収入、1年超の生命保険商品の保

険収入などである。なお銀行預金利息は増値税徴収の範囲に含まれてはいな

い。 

 利息支出及びローンサービスの直接的な手数料ならびにコミッション支出に対す
る仕入税額は控除できない。なお、当該控除不能の規定が適用し続けるか否か

は、今回の通達には明確にされていない。 

 現行の増値税政策に基づき、国外機関間の貨幣資金融通及びその他の金融サ
ービスに対する直接料金を受取る金融サービスと輸出貨物に対する保険サービ

スを除いた輸出金融サービスは増値税を納付しなければならない。また、輸出金

融類に対するコンサルティングサービス料は免税である。しかしながら当該政策

は将来的に変更される可能性がある。 

 輸入金融サービスは増値税の源泉徴収対象である。 

金融サービスの具体的な範囲 

増値税の関連規定から金融サービスに含まれるサービスとは以下である。  

a) ローンサービス:  資金を第三者に貸付して利息を得る業務であり、資金の占用や

コールローン利息収入、金融商品の所有期間（満期を含む）による利息収入（元

金保証収益、報酬、資金占用料、賠償金）、クレジットカード貸越利息収入、バック

セール金融商品の購入による利息収入、融資貸株取引による利息収入、セール・

アンド・リースバックや荷為替、遅延利息、手形割引、転貸などの業務による利息

及び利息と同類質の収入を含む。 

b) 直接に料金を受取る金融サービス:  貨幣資金融通及びその他金融業務のために

関連サービスを提供して料金を受領する業務であり、主に外貨両替、口座管理、

インターネットバンキング、クレジットカード、財務担保、資産管理、信託管理、ファ

ンド管理、金融取引場所（プラットフォーム）管理、資金決済、資金清算、金融支払

などのサービスを含む。 

c) 保険サービス:  生命及び財産保険サービス 

d) 金融商品の譲渡: 外貨、非貨物先物及び他の金融商品所有権を譲渡する業務で

ある。その他の金融商品とは、ファンド、信託、資金投資などの各種資産管理商品

と金融デリバティブの譲渡である。 

貨物の譲渡側が、遅延利息またはその他料金を受領する場合は増値税の取扱に不確

定性が現れる可能性がある。貨物販売に対する増値税は税率 17%であるため、実際業

務では納税者が遅延利息などを 6%のローンサービスに見せ掛ける可能性がある。しか

し、納税者の経営範囲と適用する増値税税率の間には実務上相互関連の関係にであ

り、異なる税率を適用するための見せ掛けはそんなに容易なことではないだろう。例え

ば、納税者の経営範囲に金融サービスの記載が無ければ、金融サービスの低い増値税

率を適用することは難しい。 

注意すべきは、金融サービスの定義がすぐに時代に合わなくなる可能性があることであ

る。それは、デジタル決済（WeChatやアリペイなど）あるいはバーチャル貨物の発展など

によって「金融サービス」が決して不変ではないことによる。 
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パート 1 概ねの金融サービスに適用する一般政策 

四半期ごとに申告を行う 

新政策により、銀行、ファイナンシャルカンパニー、信託会社、信用組合、加えて財政部

及び国家税務総局が決める納税者は、四半期ごとに増値税の申告及び納税の必要があ

る。 

多くの金融サービス企業が最も懸念したものは、どのようにして 2ヶ月以内の期間でスム

ーズに増値税の移行を完成させるかであり、四半期ごとの申告となった新政策によって、

これらの企業にシステム上の更新にも時間的余裕を与えたことになる。 

なお、気がかりのひとつに上記リストに保険会社が含まれていないことである。保険会社

は別途説明がない限り、月次ごとに増値税を申告しなければならない。 

外貨換算 

多くの金融会社は外貨で計上する取引を行っている。増値税発票及び増値税の納付が

人民元で計算されているため、増値税政策には外貨換算の関連規定がある。金融機構

は以下のいずれかの為替レートを採用し、売上額を人民元に換算することができる。 

 取引当日の為替レート、或いは 

 取引当月 1日の為替レート 

金融企業は事前に為替レートの採用方法を確定させておかなければならない。なお確定

した後の 12ヶ月以内の変更は出来ない。 

納税義務の発生時点 

一般的に、増値税の納税義務の発生時点は、売上金の回収当日若しくは売上金を要求

する証憑を受領した当日であるが、金融商品の譲渡には、特別ルールとして金融商品の

所有権移転の当日に増値税の納税義務が発生する。 

不良債権 

中国の増値税規定は、不良債権に関する増値税減免政策がない。しかし、金融サービス

業の不良債権に優遇政策の便宜を図っている。即ち、利息決算日より 90日を超えて計

上された未回収利息部分に対し、貸付人は直ちに増値税を納付する必要がなく、実際に

当該部分の利息回収できた時点で増値税の納税義務が発生する。なお、注意すべき

は、利息決算日より 90日以内の未回収利息の部分に対しては、増値税を納付しなけれ

ばならず、かつ納付された増値税は還付の対象とはならない。 

移行政策が設定されていない 

金融業は、不動産業及び建築業と異なり移行政策を享受できない。さらには、2016 年 5 

月 1 日までに締結された契約書若しくは商業的利用の承諾に対しても、5 月 1 日からは

6％の増値税を納付しなければならない。 

輸出入金融サービス 

増値税が既に徴収されている業界では、輸出サービスは、増値税の免税が適用される。

しかしながら、新規定は広義的に輸出金融サービスに免税の優遇措置を付与しない。当

該規定は増値税原則と異なっている。中国の金融企業が輸出金融サービスに従事する

場合、同一の金融サービスに対し、「二重課税」が発生する可能性がある。すなわち、中

国は、輸出時に増値税を徴収されるが、多くの国々では、輸入する際に「逆方向徴収」が

実行される可能性がある。このため、当該規定は、OECDの増値税／消費税のガイドラ

インと合致していない。 
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中国企業の国際競争力を確保するため、輸出金融サービスに対する増値税の免税は非

常に効果的な措置であると考えられ、輸出金融サービスの免税規定が適切なタイミング

で公布されることが望ましい。 

また、上述規定の例外は、国外機構間の貨幣・資金融通及びその他の金融サービスに

対する直接有料金融業務（当該業務は国内貨物、無形資産及び不動産に関係しない）で

ある。また、輸出金融コンサルティングサービスは「コンサルティングサービス」の範囲に

属するため免税が適用される。通常の場合、金融コンサルティングサービスにはファイナ

ンシャルプランニングならびに資産管理などが含まれる。その他では、輸出貨物への保

険サービスも同じく増値税免税政策が適用される。 

輸入金融サービスは、その他輸入サービスの一般規則に適用され、増値税の源泉徴収

を行わなければならない。尚サービス享受者が一般納税人資格者であれば源泉徴収さ

れた増値税の控除ができる。詳しい情報は 2016年チャイナタックスアラート第 9回（中

国税務速報）をご参照ください。 

増値税仕入税額の配賦 

増値税体系を採用する多くの国々で一般的に共通している問題点は、金融企業の増値

税仕入税額の計算方法である。なぜなら、金融サービス企業には、課税サービス、免税

サービス、ゼロ税率サービスが混在するため、各サービスのコスト・費用を区分すること

が難しいからである。 

中国の増値税体系にとっては上述と同じく共通のテーマである。今日の増値税体系で

は、金融サービスに一般的に課税されているが、多くの金融企業には非課税金融サービ

スを同時に営業している、例えば、銀行間の同業貸出取引は増値税が免除されている。 

このため、増値税政策に基づけば、控除できない／控除できると区分できない仕入税額

には、収入割合をもって仕入税額振替を計算すべきである。ただし、固定資産、不動産お

よび無形資産の購入は除外とされている。これらの資産が部分的に課税項目の使用で

あってもすべて控除可能である。 

一方、銀行にとって見れば、同業取引収入が全収入額に占める割合が大きく、また、同

業間取引のコストが極めて少ないため、収入の割合で仕入税額振替を計算することは公

平ではない。金融企業は、国際経験を通じて増値税の仕入税額の配賦に対し、将来的に

は他の方法の試用を申請することも考えられる。 

パート 2 業界別・個別分析 

銀行業 

前項で述べたように、新規定は、銀行のローンサービス収入に対し 5%の営業税は適用

せず、増値税を徴収する。重要なことは、銀行が取得する利息収入の増値税は、次の取

引プロセスで控除できる仕入税額にはならないことである。規定はまた、利息費用の増値

税が控除できないことについて詳細に定めている。すなわち、利息収入に対する増値税

専用発票の発行の必要性がなくなる。このほか、借入側に発生するローンサービスに係

る手数料支出の増値税は仕入税額として控除できない（例えば投資・融資のコンサルティ

ング費用・手数料など銀行が請求する費用）。 

規定によって、増値税の一般納税人資格者は、利息支出によって発生する仕入税額が

税コストになる。すなわち、利息収入が仕入税額として控除できる状況とは対照的に、国

内で運営するプロジェクト融資コストは大幅に増加する。新政策が公布されるまでは、控

除できないのは一時的なものであると考えられていたが、規定の中にはそのような記載

はない。また、銀行のローン業務に係る手数料の増値税も仕入税額にならない。ローン

業務と関係しない銀行に支払う費用は、例えば信用状のコンサルティングサービス費な

どの増値税は仕入税額として控除できる。 
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従来より預金利息に対する営業税の徴収免除、及び銀行間の同業資金調達における営

業税の免税適用政策は、増値税の法律規定でも継続する模様である。具体的には以下

のとおりである。 

 人民銀行と銀行間の資金往来 

 関連行間での取引（同一銀行系列内） 

 人民銀行の批准を得て全国の銀行間同業資金調達市場で取引する金融機構間
の全国統一な資金調達ネットワークによる短期（１年間以下）無担保資金融通行

為 

 金融機構間で展開する電子手形決済 

なお、規定には一つの問題点がある。すなわち、国外の銀行の本店と中国国内にある子

会社・支店との資金往来は、関連行間で往来業務として増値税を免税できるかである。

広義では、同一銀行に属している。同じく銀行間資金往来のオフライン取引について、明

確に免税範囲に属するか否かを規定では言及していないため、増値税が徴収される可

能性がある。 

尚、統一性を持たせるため以下の特殊規定も銀行業に適用される： 

 農家の小口融資、条件に見合う担保機構の収入、育成奨学金、国債、地方政府
債、個人住宅モーゲージローン、中国人民銀行の一般金融機構の貸出しローン 

 清算する金融機構の貨物、不動産、無形資産、有価証券、手形な財産による債務
の清算； 

保険業 

保険企業は、保険料の 6%を増値税納付する。しかし、1年以上加入の生命保険、健康

保険の保険収入と輸出商品の関連保険に係る増値税は免税となり、営業税の免税規定

が継続されている。 

規定によると、被保険者が獲得する賠償責任保険は、増値税の課税対象ではない。な

お、新規定は、この内容について具体的な説明を行っていないが、貨物或いはサービス

などに係る賠償に対しても、増値税が課税対象に属さない傾向を示している。なお、保険

会社は、賠償用の貨物或いはサービスを購入する場合、当該仕入税額を控除できるた

め、この政策をもって賠償責任保険の商品を組替えていく可能性が高いと考えられる。す

なわち、現金賠償から貨物・サービス賠償に転換することである。しかし、このような処理

は、税務機関に見なし販売と認定されるリスクが高い。実務上、保険会社の現金賠償形

態の保険商品にかかる増値税は、「増値」分に対してではなく、保険収入総額に対して課

税される。 

保険会社は、現金賠償に係る仕入税額を控除できないが、賠償のために支出した費用

の増値税（例えば一般管理費用）は控除できる。システムと税務コンプライアンスの観点

から、保険会社にとっては賠償費用と賠償にかかった費用を識別し、かつ区分することは

非常に困難である。      

また、保険会社によるブローカー及びエージェントの管理は、上昇し続けるコンプライアン

スコストをマネージメントしなければならない。ブローカー又はエージェントに支払うコミッ

ションは、増値税の課税範囲に入っている（通常ブローカーとエージェントは増値税小規

模納税者の可能性が高い）。保険会社は、保険料収入に係る増値税を正確に計算しなけ

ればならないため保険商品の販売情報を直ちに入手しなければならない。同時にまた、

増値税体系では、保険会社は、ブローカーとエージェントのコミッション、又は手数料を控

除した純額ではなく、保険料全額に対して増値税を納付しなければならない。このように、

上述の変化は保険会社にとってコンプライアンスマネージメントのさらなるチャレンジであ

る。 

新規定はまた、再保険業務に対する増値税処理について明確にしていない。実務上、ど

のような増値税処理を採用するかは 2つの観点がある。1つは、増値税は営業税の処理
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方法を継続する観点である。最初の保険が増値税課税される（或いは増値税が免税され

る）場合、再保険には増値税が課税されない。一方もう 1つは、再保険は保険会社が提

供する保険業務であるため、最初の保険と同じ税務処理を採用すべき点である。ただし、

この問題を明らかにするのは時間がかかるだろう。 

上述のように、輸出金融サービスの多くが増値税免税を適用されない、例えば国際旅行

保険、国際貨物運送保険などの保険商品は増値税免税の優遇政策を享受できない。保

険商品の消費地が完全に国外にある場合、増値税を徴収するのは合理的ではないだろ

う。増値税の一般規則によると、完全に、国外で消費されるサービスに対しては増値税を

徴収しないとされているが、しかし、現行の輸出保険サービスに関連の規定はそれらの

状況に対応仕切れていないのが現状である。 

大口の資産管理商品 

中国は、信託及びファンドなどの資産管理類の商品が急速に発展しており、それは規定

の更新スピードを遥かに超えている。新増値税規定にも同じ状況が見られる、例えば、信

託とファンドなどの資産管理類商品に対し、どのように増値税を徴収するか、まだ明確に

はなっていない。一般に、提起される質問では、各信託計画及びファンド商品自体に対

し、それぞれ増値税納税者として登録が必要であるか、それとも、各受託者或いは管理

者を単位として、増値税納税者に登録し、管理している全ての信託計画ならびにファンド

商品を集計して、増値税額を計算しなければならないかという争点である。 

金融商品取引 

新規定は、金融企業に対する主要な影響として、政府の金融商品の譲渡に対し増値税

徴収を行うと決定した。金融商品は、その収益に基づき増値税を納付すべきか、または

免税を適用すべきかは、業界内においても激しく議論が続いている。 

6%の増値税で 5%の営業税を代替したが、本質的には、金融商品取引の増値税の徴収

形式は営業税体制における形式を引き継いでいる。注意すべきは、規定に基づき 6%の

増値税が課税されるが、実務上、売り手は金融商品譲渡の収益に対して増値税を納付

する一方、取引相手方は控除できる関連仕入税額がない。規定は、金融商品の取引は

増値税専用発票を発行してはならないと定めている。 

金融商品の損益を相殺し、損失が出た場合、仕入税額は次の納税期に繰り越し、次の納

税期の金融商品の売上増値税からその繰越分を差引くことができる。しかし、年度末で

損失が依然として残る場合、次の会計年度に繰り越すことが出来ない。この規定は営業

税制と合致する。   

金融商品の買入価格は、加重平均法或いは移動加重平均法のいずれかを選択して計

算できる。ただし、36ヶ月以内の計算方法の変更は認められない。金融商品増値税の納

税義務の発生時期は、所有権移転の当日である。 

規定は、以下の 6種類の金融商品取引に対して増値税課税を免除する。 

 適格外国機関投資家（QFII)が国内会社に委託して中国国内で行う証券取引業務

 香港市場の投資者が沪港通を経由して上海証券取引所 A株を売買する業務

 香港市場の投資者がミューチュアルファンドを通じて中国大陸のファンドを売買す

る業務

 証券投資信託（クローズドエンド型投資ファンド、オープン型投資ファンド）の管理

者がファンドを運用して株券、債券を売買する業務

 全国社会保障基金理事会、全国社会保障基金投資管理者が全国社会保障基金

で証券投資信託若しくは株券と債券を売買する業務

 個人による金融商品の譲渡業務
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有形動産のファイナンス・リースとオペレーティング・リース 

営業税から増値税への徴収変更試行の後、ファイナンス・リース業務は、取得した収入

全額及び附随費用（元本を除く）から、外部に支払う借入利息（外貨借入や人民元借入

利息を含む）及び債券発行利息を控除した後の残高を売上高として、17%の税率で、増

値税を計算しなければならない。しかし、36号文の公布によって、セール・アンド・リース

バック業務を融資サービスに改め、6%の増値税が適用された。 

試行納税者は、2016年 4月 30日以前に締結した有形動産のセール・アンド・リースバ

ック契約書に基づき、満期までに有形動産のセール・アンド・リースバックのサービスは、

有形動産ファイナンス・リース業務として増値税を納付することができる。 

そのほか、試行納税者となる以前に、締結した執行未完了の有形動産リース契約書は

簡易計算方法を適用して税額計算できる。 

パート 3 当業界 10の問題点－金融サービス業 

3月 5日に発行された KPMGチャイナタックスアラートには、金融サービス業が直面して

いる 10の問題点に言及して、新規定においてこれらの問題を解決できるかどうかを分析

するために、以下の表を再度使用する。 

問題点 結果 

1. 銀行間のコールローンに増値税の免除は可能

か。免除可能の場合に免除対象は中国国内の銀

行間のコールローンに限定されるか、或いは、国

内及び国外の銀行間のコールローンも含まれて

いるか。

2. 増値税の一般納税人資格者が借入資金に対する

支払利息の増値税を仕入税額を控除できるか。控

除不可の場合にその期間はいつまで継続するか。

借入のために支払ったその他の費用の増値税は

仕入税額控除できるか。発票の発行要求は緩和

或いは取消になるか。

3. クロスボーダーローン（中国国内の銀行が海外の

顧客に融資業務を行うこと）による受取利息に増

値税免除は可能か。同様に、国外からの貸付金

（中国国内の顧客が国外銀行から借入を行うこと）

について、増値税の源泉徴収を行うべきか。

4. 顧客の利息支払義務の不履行により発生した貸

倒に対して免除政策はあるか。

5. 金融商品への投資により取得する収益に対して増

値税免除は適用できるか、或いは一部の収益だけ

を対象にして増値税を徴収するか。

増値税を免除できる。コ

ールローンの営業税の

免税範囲と類似する。 

増値税の仕入控除がで

きない。規定は明確な時

限設定を説明していな

い。貸付金に支払われ

た関連手数料の増値税

も控除できない。 

免税できない。金融サー

ビスの輸出は一般的に

免税できない。国内へ貸

付を提供することで生じ
る利息（コール ロ ーンを
除き）は源泉増値税を徴
収しなければならない。 

関連優遇政策はない。不

良債権（利息決算日から

90日を超えた未払利息）

に対して、実際利息を受け

取る前には売上税を納付

する必要はない。 

収益部分に対して、増値

税を納付する。 
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問題点 結果 

6. 生命保険会社以外の保険会社は、賠償金支払

の過程で購入した商品又はサービスに対して仕

入税額を控除するが、保険契約者にこれらの商

品又はサービスを提供する場合、売上税額を納

付しないでよいか。

仕入控除ができる可

能性があるが、商品

或はサービスで弁償

することがみなし販売

と認定する可能性が

あるかどうかは不明

確である。 

7. 下記の保険に対して増値税免除の優遇措置が

適用されるか。

a) 保険対象のリスクが中国国外にある場合（海

外旅行保険或いは国際貨物輸送保険など）

b) 生命保険

c) 健康保険

8. 再保険業務に対して基本保険と同様な増値税政策

を適用するか。特に中国国外の再保険会社に再保

険料を支払うケースを考慮すべきである。

輸出貨物への保険

サービスを除き、輸出

保険産品は増値税免

税政策を享受できな

い。生命保険と健康

保険のみ、増値税免

税政策を享受できる。 

今はまだ不明確であ

る。可能な税務処理

方法が二つある。 

9. 金融機関はどのようにして控除可能の仕入税額を

区分するか。

10. 信託又はファンド商品に対して増値税を適用できる

か。商品ごとに独立の増値税納税主体として登記

する必要性はあるか。信託又はファンド商品が同

一の委託先或いは管理機構に管理される場合

個々に登記する必要性があるか。

収入割合によって区

分する。 

規定にまだ明確に

なっていない。 
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